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平成２８年八郎潟町議会第３回臨時会 会議録

平成２８年１２月２６日（月）

午前１０時

議長 三戸留吉 お疲れ様です。

ただいまの出席議員は１１名であります。

定足数に達しておりますので、八郎潟町議会第３回臨時会は成立いたしました。

なお、２番 畠山金美君から欠席の届出がありました。

ただちに本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名議員の指名については、会議規則第１２０条の規定により議長

より指名いたします。３番 金一義君、４番 石井清人君を指名いたします。

日程第２、会期の決定については、議会運営委員長 村井剛君の報告を求めます。

議会運営委員長 村井剛 おはようございます。私から第３回臨時会の日程・運営等について審議いたし

ました、当議会運営委員会の審議の経過・結果についてご報告いたします。

本日、午前９時３０分から第１委員会室において、当局より町長・総務課長が出席し、

委員会が開かれました。

今回の臨時議会の議案は、条例の一部改正が４議案、一般会計補正予算が５議案であ

ります。従いまして本委員会では、会期を本日１日限りと決定しております。

以上、議会運営委員会の報告といたします。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

議長 三戸留吉 本臨時会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日１日限りと決定してご異議ご

ざいませんか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。

答弁のため出席を求めた者、町長・副町長・教育長・各課課長・会計管理者でありま

す。

それでは、日程に入るわけですが、議案第５５号から６３号までの９議案となってま

す。説明の関係上、第５８号を先に説明してから進めたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

（異議なしの声あり）

議長 三戸留吉 異議なしと認め、そのように決定いたしました。提案理由の説明を求めます。

町長 畠山菊夫 本日提出いたします議案は、条例改正４議案、補正予算５議案の計９議案であります。

その概要について、ご説明申し上げます。

なお特別職関係の議案については、一般職の人事院勧告にかかる議案に関連しており

ますので、議案第５８号から説明を始めます。

会議日程資料１０ペ－ジをご覧下さい。

議案第５８号 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

この度の改正は、秋田県人事委員会勧告に鑑み、一般職の給与等の額を改正するもの

です。

主な内容は、県内の一般職給与の公民格差４１７円（０．１１％）について、若年層

に重点を置いて給料表の水準を引き上げるとともに、民間格差が生じている一般職の期

末・勤勉手当の年間支給月数を４.１ヵ月分とするために、勤勉手当を０．０５ヵ月分
引き上げるものです。

また、扶養手当、時間外勤務手当についても、秋田県人事委員会勧告に準じた内容の

改正となっております。

資料１ページをご覧ください。

議案第５５号 八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について

この度の改正は、秋田県人事委員会勧告に鑑みた一般職の賞与の支給率を改正するこ

とに関連し、議員の期末手当の支給率を改正するものです。



- 2 -

主な内容は、一般職の条例改正の内容に準じ、議員の期末手当を０．０５ヵ月分引き

上げるとともに、全県町村の特別職との格差解消のため、さらに０．０５ヵ月分引き上

げ、年間支給月数を２．７ヵ月分とするものです。

資料４ペ－ジ

議案第５６号 八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について

この度の改正は、先ほどの議案第５５号と同様に、秋田県人事委員会勧告に鑑みた一

般職の賞与の支給率を改正することに関連し、常勤特別職の期末手当の支給率を改正す

るものです。

主な内容は、一般職の条例改正の内容に準じ、常勤特別職の期末手当を０．０５ヵ月

分引き上げるとともに、全県町村の常勤特別職との格差解消のため、さらに０．０５ヵ

月分引き上げ、年間支給月数を２．７ヵ月分とするものです。

資料７ペ－ジ

議案第５７号 八郎潟町教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について

この度の改正は、先ほどの議案第５６号と同様に、秋田県人事委員会勧告に鑑みた一

般職の賞与の支給率を改正することに関連し、教育長の期末手当の支給率を改正するも

のです。

主な内容は、一般職の条例改正の内容に準じ、教育長の期末手当を０．０５ヵ月分引

き上げるとともに、全県町村の教育長との格差解消のため、さらに０．０５ヵ月分引き

上げ、年間支給月数を２．７ヵ月分とするものです。

なお、本条例は平成２８年３月に廃止となっておりますが、経過措置として引き続き

教育長として在職する間は廃止規程が適用されないことになっています。

議案第５９号 平成２８年度八郎潟町一般会計補正予算（第７号）について

この度の補正予算は、先ほどの条例改正案でもご説明いたしましたとおり、秋田県人

事委員会勧告に鑑みた給料、期末・勤勉手当、共済費の各人件費の補正であります。

また、職員共済組合負担金率の改定及び退職者や人事異動に伴い共済費も補正してお

ります。

職員共済組合負担金の負担率改定の内容は、厚生年金保険に係る長期給付負担率が平

成２８年９月から１０００分の１．１７引き上げとなったものです。

なお、議案第６１号 公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）、議案第６２号

介護保険特別会計補正予算（第４号）、議案第６３号 上水道特別会計補正予算（第３

号）につきましても、同様に人件費の補正であります。

それでは、議案第５９号 八郎潟町一般会計補正予算（第７号）の概要についてご説

明いたします。

補正予算書をご覧ください。

１ページ、歳入歳出から、それぞれ１６７万円を減額し、歳入歳出予算の総額を３０

億３，３２０万２千円としております。

８・９ページ、歳入は、前年度繰越金を１６７万円減額しております。

１０ページからの歳出につきましては、すべて人件費に係る給料、職員手当等及び共

済費の補正によるものであります。また、１２・１３ページの社会福祉費・老人福祉費

の介護保険特別会計繰出金５７万１千円の減額につきましても、介護保険特別会計の人

件費によるものであります。

なお、各項目に計上されている人件費につきましては、２２・２３ページの給与費明

細書に記載しております。

特別職では、合計で４２万２千円の増額、一般職では、合計で１５２万１千円の減額

としております。

以上が一般会計補正予算（第７号）の概要であります。

議案第６０号 平成２８年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

２５ページ、歳入歳出に、それぞれ１５７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を８億

１,９０５万９千円としております。
３０・３１ページ、歳入は、前年度繰越金に１５７万円を追加しております。

３２・３３ページ、歳出は、保険給付費に不足が見込まれるため退職被保険者等高額

療養費に１５７万円を追加しております。

以上が国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の概要であります。
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議案第６１号 平成２８年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

３５ページ、歳入歳出に、それぞれ２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２億９,
９１５万５千円としております。

３８・３９ページ、歳入は、前年度繰越金に２万円を、４０・４１ページ、歳出は、

公共下水道事業費の勤勉手当に２万円をそれぞれ追加しております。

なお、計上されている人件費につきましては、４２ページの給与費明細書に記載して

おります。

以上が公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要であります。

議案第６２号 平成２８年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算（第４号）について

４３ページ、保険事業勘定の歳入歳出から、それぞれ５７万１千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を８億５,６２１万３千円としております。
４６・４７ページ、歳入は、その他一般会計繰入金の職員給与費一般会計繰入金を５

７万１千円減額しております。

４８・４９ページ、歳出は、介護予防ケアマネジメント事業費の給料１万９千円、職

員手当等２万８千円をそれぞれ追加し、共済費を６１万８千円減額しております。

なお、計上されている人件費につきましては、５０ページの給与費明細書に記載して

おります。

以上が介護保険特別会計補正予算（第４号）の概要であります。

議案第６３号 平成２８年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第３号）について

５１ページ、収益的支出に４万８千円を追加し、収益的支出の予算総額を１億４，８

０９万１千円としております。

５４・５５ページ、収益的支出の原水及び浄水費に９千円、総係費に３万９千円を、

それぞれ追加しております。

なお、計上されている人件費につきましては、５６ページの給与費明細書に記載して

おります。

以上が上水道特別会計補正予算（第３号）の概要であります。

よろしくご審議の上、ご可決くださるようお願い申し上げます。

議長 三戸留吉 これより、議案第５５号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

はい、８番 北嶋君。

８番 北嶋賢子 ５５号ですが、０．０５ヶ月分増えるという内容になっておりますけれども、金額に

すれば、だいたいどれくらいになるのでしょうか。

総務課長 小野良幸 只今のご質問にお答えいたします。議員の月額報酬ですが、本町の場合、議員で１

８６千円ですので、それの０．０５ヶ月分ということで９千円程になる計算になります。

８番 北嶋賢子 ９千円程という今のお話しですけども、私どものやっているアンケートで、複数の方

が議員の数は減らさないで報酬を減らせというのが、結構いるんです。ですから今この

金額いくらになるのかというの聞いてみました。以上です。

議長 三戸留吉 他にございませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第３、議案第５５号 八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。

（起立多数）

議長 三戸留吉 起立多数であります。よって議案第５５号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第５６号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
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（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第４、議案第５６号 八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５６号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第５７号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第５、議案第５７号 八郎潟町教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５７号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第５８号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第６、議案第５８号 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５８号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第５９号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第７、議案第５９号 平成２８年度八郎潟町一般会計補正予算（第７号）につい

て、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第５９号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第６０号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）
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議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第８、議案第６０号 平成２８年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第６０号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第６１号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第９、議案第６１号 平成２８年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第６１号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第６２号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第１０、議案第６２号 平成２８年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算（第４

号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第６２号は、原案どおり可決されました。

次に、議案第６３号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声あり）

議長 三戸留吉 質疑なしと認めます。これにて議案に対する質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声あり）

議長 三戸留吉 討論なしと認めます。採決いたします。

日程第１１、議案第６３号 平成２８年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第３号）

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（全員起立）

議長 三戸留吉 起立全員であります。よって議案第６３号は、原案どおり可決されました。

今期臨時会に付議された事件は、全て終了しました。

これをもって八郎潟町議会第３回臨時会を閉会いたします。

（午前１０時２４分）


